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前回のお知らせから期日

が変更になっています。 

裏面には、児童に対する「性的行為」の

根絶のための校内ルールについて掲載

しています。ご確認ください。 

1 月は行く、2 月は逃げる、3 月は去ると言われ

ますが、本年度も残すところ、あとわずかとなりま

した。 

 2 月 20 日には児童総会が行われました。今年度

の活動報告がなされ、来年度に向けて活発な意見が

出されました。「それは、いい意見なので、来年度

の委員長に引き継ぎます」という委員長の答弁が多

く聞かれました。来年度児童会への引き継ぎがなさ

れ、いよいよ令和 7 年度に向けて出発しました。 

 2 月 27 日には新児童会が行われ、5 年生が委員

会を進めていき、新児童会のスタートです。 

2 月には「本郷の心を磨く清掃の伝統を引き継ごう」という

ことで上級生と一緒に清掃しよう勤労タイムがありました。来

年度の清掃場所で清掃の仕方を上級生から教えてもらったり、

今までに身に付けた本郷小学校の清掃の仕方を下級生に伝え

たりする時間でした。 

こうして、本郷小学校の伝統が引き継がれていくのですね。 

あと数日になりますが、本年度のまとめをしっかりして、そ

れぞれの成長を感じ、来年度へ向けて意欲を高めてほしいと思

います。 



                                                                    

児童に対する「性的行為」の根絶のための校内ルールについて 

 

 本校では、非違行為の根絶のために職員研修等を重ねて取り組んでまいりました。このた

び、標記の校内ルールを下記のとおり再確認しましたのでお知らせいたします。この件に関

して、ご意見、ご要望がありましたら、いつでも、下記担当者までご連絡ください。 

 

                                          記 

 

１，児童と教室や準備室等で外から見えない状況で 1対 1にならない。相談等では、ドアを

開放したり、複数で相談に応じたりする。やむを得ない場合は、校長等に連絡の上、指

定された場所で行う。 

 

２，教室、準備室、その他諸室の管理等を適正に行う。 

 (1) ドアの小窓などにポスター等の掲示物は貼らず、外から誰もが見えるようにする。 

 (2) ドアの小窓の設置等が難しい場合は、室管理者を教頭等の管理職とし、随時、使用状

況等を確認する。 

 (3) 部屋の鍵を 1人の教職員が管理しないよう、鍵の複数化や職員室等での保管をする。 

 

３，児童や保護者等との私的な電話、メール、ＳＮＳ等によるやりとりはしない。 

 

４，児童の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない。 

 

５，教育目的外はもちろん、教育目的でも、不必要な児童の撮影や録画をしない。 

 

６，教育目的外で児童に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。 

 

７，わいせつ行為が疑われるときはもとより、室管理が不適切であったり、指導方法が不適

切と感じたりするときは、躊躇することなく校長等に報告する。あるいは、校内相談窓口

または校外通報･相談窓口へ連絡をする。 
 

富士見町立本郷小学校 

校長：神津 茂  担当：宮坂 文子（教頭） 
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悩みごと相談窓口 

心配ごと・悩み・いじめ・セクハラなど 

校長・教頭・養護教諭までご連絡ください。 


